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富士見市議会の個人情報の保護に関する条例の制定に伴う関係条例の整 

備に関する条例の制定について 

富士見市議会の個人情報の保護に関する条例の制定に伴う関係条例の整備に関する

条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

  令和５年３月１３日提出 

 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘     

 

 

 

提 案 理 由 

富士見市議会の個人情報の保護に関する条例の制定に伴い、富士見市議会の個人情

報の保護に関する条例の制定に伴う関係条例の整備に関する条例を制定したいので、

地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出します。 

  



 

   富士見市議会の個人情報の保護に関する条例の制定に伴う関係条例の整 

備に関する条例 

 

 （富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

第１条 富士見市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１５年条例第４号）の一

部を次のように改正する。 

  第１条中「富士見市情報公開条例（平成１３年条例第２６号。次条において「情

報公開条例」という。）第１８条第１項及び個人情報の保護に関する法律（平成 

１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第１０５条第３項におい

て準用する同条第１項」を「富士見市情報公開条例（平成１３年条例第２６号。以

下「情報公開条例」という。）第１８条第１項、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５７号。以下「個人情報保護法」という。）第１０５条第３項にお

いて準用する同条第１項及び富士見市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５

年条例第１号。以下「議会個人情報保護条例」という。）第４５条第１項」に改め

る。 

  第２条第１号を次のように改める。 

  (1) 諮問実施機関 情報公開条例第１８条第１項、個人情報保護法第１０５条第

３項において準用する同条第１項又は議会個人情報保護条例第４５条第１項の

規定により諮問をした実施機関をいう。 

  第２条に次の１号を加える。 

  (4) 議会保有個人情報 議会個人情報保護条例第２０条第５号ア、第３５条第１

項又は第４２条第１項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等

に係る保有個人情報（議会個人情報保護条例第２条第４項に規定する保有個人

情報をいう。）をいう。 

  第７条第１項中「、公文書」を「、公文書等（公文書及び議会保有個人情報をい

う。以下同じ。）」に、「提示された公文書」を「提示された公文書等」に改め、

同条第３項中「公文書」を「公文書等」に改め、同条第４項中「情報公開条例第 

１８条第１項の規定により諮問をした実施機関又は同条第３項第１号」を「情報公

開条例第１８条第１項又は議会個人情報保護条例第４５条第１項の規定により諮問



をした実施機関若しくは情報公開条例第１８条第３項第１号又は議会個人情報保護

条例第４５条第２項第１号」に改める。 

  第１０条及び第１１条第１項中「公文書」を「公文書等」に改める。 

  第１１条第２項中「法第１０６条第２項」を「個人情報保護法第１０６条第２項」

に改める。 

  第１３条に次の１項を加える。 

 ２ 審査会は、議会個人情報保護条例第４５条第１項に規定する諮問に対する答申

をしたときは、答申書の写しを同条第２項第１号に規定する審査請求人及び参加

人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

 （富士見市情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正） 

第２条 富士見市情報公開・個人情報保護審議会条例（平成１５年条例第５号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第１号中エをオとし、ウの次に次のように加える。 

   エ 富士見市議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年条例第１号）第 

５０条 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 


